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平成２５年 第２回 定例教育委員会 会議録 

 

招集日時 平成２５年 ２月２２日  午後 ２時００分 

開会日時 平成２５年 ２月２２日  午後 ２時０４分 

閉会日時 平成２５年 ２月２２日  午後 ３時４０分 

開催場所 ふじみ野市第４庁舎２階第１会議室 

委 員 長 冨 山  章 

教 育 長  矢 島 秀 一 

書 記 小 川 正 樹 

委 

員 

出 

席 

状 

況 

席番 氏  名 出席別 議 事 出 席 者 

１ 冨山 章 出 教育総務部長 松澤 和喜  出 生涯学習部長 綾部 誠 出 

２ 雪平 定夫 出 総 務 課 長 柴田 典明 出 生涯学習課長 桜井 信枝 出 

３ 小熊千寿子 出 学校教育課長 山﨑 祐一 出 体育課長 西郷 雅美 出 

４ 冨田信太郎 出 学 校 給 食 課 長  関  敬 二 出 上福岡図書館長 吉川 益弘 出 

５  矢島 秀一 出 総務課副主幹 池澤 信之  出 大井中央公民館長 近藤  朗 出 

 
  上福岡公民館長 冨田 進 出 

  上福岡歴史民俗資料館長 坪田 幹男  出 

傍聴人数 ３人 

会 議 概 要 

  

委員長 

 (２時０４分) 

     

     

 

各委員 

委員長 

 

各委員 

委員長 

 

 平成２５年第２回定例教育委員会会議の開会を宣言。 

ただ今から、平成２５年第２回定例教育委員会会議を開催いたします。 

まず始めに、前回の教育委員会会議録の承認についてでございます。 

こちらについては、各委員に事前に配られておりますが、何か確認事項等

はございますか。 

（確認事項なし） 

特に無いようですので、この内容で承認してよろしいでしょうか。 

（全員了承） 

それでは、定例会会議録につきましては、この内容で承認といたします。

後ほど、各委員の署名をお願いします。 

次に，教育長から報告をお願いします。 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

小熊委員 

・生涯学習推進計画について 

  教育委員会だけでなく市長部局も含めた横断的な計画。２月１４日に社

会教育委員から答申を受け、１５名の社会教育委員から、「自分たちの意見に

対して、事務局は次の会議に新たな改善策や文言として盛り込んでくれた。

このご労苦には心より感謝したい。」と述べられ、嬉しかった。 

・２月定例校長会より 

  教育長からの学校教育の指針 

   本年度の学校経営に生かすため早めに示した。 

  重点目標について 

   確かな学力と暖かな人間関係、生き生きとした学校づくりの推進（学

校全体の空気や動きにピンと張りのある学校） 

・小学校指導訪問資料－大井小、非常にこまやかに指導している。   

・委嘱研究校の発表－東原小学校（算数の面白さを伝えるべく校長自らが授

業を行った。）大井小学校（５年目の佐藤教諭のマット授業が実に見事だ

った。） 

課題研究の成果として入間地区学力調査でも２３，２４年度と学力向上。 

  来年度は教育委員を招待したい。 

・事故防止 

  体罰の厳禁 

   叱り方のコツを資料（「教育ルネサンス」読売新聞より）にて説明。 

 ・自己評価シートについて 

  内容について一覧表に基づき説明。 

認め励まし課題を明確にし、来年度も学校経営を充実するように話した。 

・少年の主張 in ふじみ野について紹介 

  吉田君（６年）－暖かな家族関係。学校に発信したい。 

  金子君（花の木中）－街づくりに参加したい意欲。 

   本市の子供たちがこのように育ち始めていると紹介。 

・新年度予算について 

  いじめ等対策支援員の配置、大規模改造工事 

ただいま教育長から報告がありましたが、何か確認事項等はございますか。 

学校の研究事業の参観についてはぜひ実現していただきたいと思います。 
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教育長 

 

小熊委員 

教育長 

 

 

小熊委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

委員長 

 

 

 

 

 

各委員 

委員長 

 

 

 

 

 

４月か５月には研究委嘱校が決まりますので、ご協力を願えればと考えま

す。 

よろしくお願いします。 

小熊委員さんから学校教育に提示された、子どもたちの健康面で役立つ「口

呼吸直し、体調改善」という記事（西日本新聞）について、説明をしていた

だければと思います。 

先月、皆様にご提示した「食卓の向こう側」というシリーズ記事を担当し

ていた西日本新聞の佐藤記者の講演会があり、そこで話されていた内容です。 

今、口をきちんと閉じられない子どもや大人が結構いますが、口呼吸をす

るとウィルス等が入りやすい、口をきちんと閉じて鼻呼吸をすれば、鼻には、

鼻毛から始まり様々なウィルスの侵入を防止する機能があり、鼻呼吸をした

方が健康のために良いという内容です。 

実際に鼻呼吸に変えてアレルギーやアトピーが良くなったという実例もあ

り、学校全体で取り組んでいるところもあります。、インフルエンザの予防に

もなるようです。『口を閉じれば病気にならない』という医師が書いた本を１

冊教育委員会にも寄付しますのでご検討されてみてはと考えます。 

ありがとうございます。私も十分理解し、指導主事にも伝え、そして学校

長へも情報提供していきたいと考えます。 

他にございますか。 

無いようですので議事に進みたいと思います。 

まず、本日の議事に先立ちまして、お手元に配布いたしておりますとおり、

事務局より追加議案の提案がありました。 

報告事項、「ふじみ野市生涯学習推進計画について」を日程に追加し、議題

としたいと思いますがよろしいですか。 

（全員賛成） 

本会議に提案されました議事を申し上げます。 

第３号議案、「平成２５年度当初小・中学校管理職人事の内申について」 

第４号議案、「ふじみ野市立大井中央公民館分館長を委嘱することについ

て」 

第５号議案、「市道第６１９号線歩道整備についての協議」 

第６号議案、「市道第７００号線歩道整備についての協議」 
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教育長 

委員長 

 

各委員 

委員長 

 

 

 

 

 

大井中央公民館長 

 

委員長 

 

雪平委員 

 

大井中央公民館長 

 

 

報告事項、「ふじみ野市教育委員会 事務局組織規則の一部を改正すること

の専決処理に関する報告について」 

報告事項、「ふじみ野市資料館条例施行規則の一部を改正することの専決処

理に関する報告について」 

報告事項、「ふじみ野市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行

に関する規則の一部を改正することについての専決処理に関する報告につい

て」 

報告事項「（仮称）ふじみ野市上福岡学校給食センター整備運営事業の進捗

について」 

本日追加された報告事項「ふじみ野市生涯学習推進計画について」 

以上、議案４件、報告事項５件でございます。 

 それでは、教育長から提案理由をお願いします。 

（教育長 提案理由説明） 

ここで、お諮りします。第３号議案については、人事案件のため、報告事

項終了後に秘密会として審議したいと思いますがよろしいですか。 

 （全員賛成） 

それでは、第３号議案については、報告事項終了後に秘密会として審議す

ることといたします。 

続いて、審議に入ります。 

始めに、第４号議案、「ふじみ野市立大井中央公民館分館長を委嘱すること

について」を議題といたします。 

本議案の説明を、大井中央公民館長よりお願いいたします。 

大井中央公民館長 説明－原分館長として新たに武蔵野町副会長 香川正

廣様の委嘱です。 

 この案件について、各委員の皆様から、ご質問がございましたらお願い

します。 

香川さんについてもう少し人となりがわかるような情報提供をお願いしま

す 

この分館につきましては、以前、三沢分館長が亡くなった際、急きょ東海

林様にご就任していただきました。その後２年の任期が終わり、再度町会で

人選に当たり町会との連絡を密にするという意味合いを含め、武蔵野町会か
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雪平委員 

 

大井中央公民館長 

 

小熊委員 

 

大井中央公民館長 

 

教育長 

 

 

大井中央公民館長 

委員長 

 

 

 

 

各委員 

委員長 

 

 

 

総務課長 

委員長 

 

雪平委員 

総務課長 

総務部長 

 

ら推薦をいただきました。年齢も６５歳と若く、積極的に地域の活動もされ

ている方です。また、支部社会福祉協議会の活動もされております。 

推薦にあたって、本人とお会いして、公民館活動に対する理解の有無につ

いてなども確認されていますか。 

はい。社会教育施設として運営しておりますので、そうした見識があり推

薦にふさわしい方です。 

今後のことも含めて、もう少し人となりがわかるような資料を付けていた

だければと思います。 

今回は前回の教育委員の皆様の意見を踏まえ、事務局で統一された様式を

使わせていただきました。 

個人情報のこともありますので資料には載せなくてもよいと思いますが、

雪平委員の質問にあった内容を口頭で補足説明していただけると教育委員の

判断基準が明確になりますのでよろしくお願いします。 

わかりました。 

資料として配り、終了したら回収するという方法も考えらえられます。会

議を進める上では、ある程度資料はあった方がよいと思いますのでよろしく

お願いします。 

よろしいですか。他に質問がないようですので、お諮りします。 

第４号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（全員賛成） 

賛成総員と認め、第４号議案は、原案のとおり決定いたします。 

 次に、第５号議案、「市道第６１９号線歩道整備についての協議」を議題と

いたします。 

本議案の説明を、総務課長よりお願いいたします。 

総務課長 説明－福岡中学校歩道整備、２５年度、２６年度に工事。 

この案件について、各委員の皆様から、ご質問がございましたらお願いし

ます。 

新たに設置する歩道は、道路部分から何センチ位上がるのですか。 

歩道の設計はこれからですので今現在は不明です。 

通常の場合ですと車道に対しては２パーセントの勾配となり数センチ程度

上がることになります。そして、車道と歩道の間に車道境界ブロックが敷設
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委員長 

総務課長 

 

委員長 

総務課長 

雪平委員 

 

総務課長 

 

 

雪平委員 

 

総務課長 

 

雪平委員 

総務課長 

 

 

 

委員長 

 

各委員 

委員長 

 

 

 

 

総務課長 

 

委員長 

されます。 

この案が承認後、学校側の植栽の除去等を細かく調整してゆくのですか。 

福岡中学校の２メートルの拡幅部分については、２メートルの植栽があり

ますので除去する方向で設計する予定です。 

記念樹などがありますので細かい部分を確認の上進めてください。 

学校側と十分連絡調整を進めながら実施してまいります。 

この道路は狭いので工事は進めた方がよいと思います。工事予定年度が２

４年度からとなっていますが、今年度はあと１月しかないのですが。 

工事予定は、２４年度から２６年度に行う予定です。その財源として社会

資本整備総合交付金を使うため、２４年度補正予算にて予算を計上し実際の

設計及び工事は、実質的に２５年、２６年度に行うものです。 

正門がギリギリいっぱいになってしまいますが、バレーコートには影響し

ないのですか。 

正門については車寄せ部分が無くなってしまうので、道路課と十分協議し

て工事終了後の学校運営に支障がないよう進めてまいります。 

校長との協議はいつごろから行われるのですか。 

既にこうした計画があることを説明申し上げております。そのうえで、い

ろいろな要望を詳細に伺ってまいります。 

なお、校長先生は安全面からもこの工事案に対して了解していただいてい

ます。 

他に質問がないようですので、お諮りします。 

第５号議案は異議なしと回答することに決定してよろしいでしょうか。 

（全員賛成） 

賛成総員と認め、第５号議案は、異議なしと回答することに決定いたしま

す。  

続いて、第６号議案、「市道第７００号線歩道整備についての協議」を議題

といたします。 

本議案の説明を、総務課長よりお願いいたします。 

総務課長 説明－上野台小学校南側歩道整備工事。２４年から２６年度に

工事。国有地のため秋以降に工事開始。 

この案件について、各委員の皆様から、ご質問がございましたらお願いし
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総務課長 

教育長 

 

委員長 

 

 

各委員 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

委員長 

 

雪平委員 

 

総務課長 

 

雪平委員 

総務課長 

 

雪平委員 

ます。 

細かな工事内容が決まりましたら、またご説明いただけますか。 

詳細が決まりましたら再度ご説明します。 

この十字路は、昨年の８月以降事故が数件あったところですので、歩道や

信号の設置も今後検討してゆく必要があると考えます。 

この件について、お諮りしてよろしいですか。 

それでは、第６号議案は異議なしと回答することに決定してよろしいでし

ょうか。 

（全員賛成） 

賛成総員と認め、第６号議案は、異議なしと回答することに決定いたしま

す。 

それでは次に、報告事項に入ります。 

報告事項「ふじみ野市教育委員会事務局組織規則の一部を改正すること」、    

「ふじみ野市資料館条例施行規則の一部を改正すること」及び「ふじみ野市

教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部を改

正すること」についての専決処理に関する報告については、関連があります

ので一括しての説明を総務課長よりお願いいたします。 

総務課長 説明－平成２５年４月からの新たな組織改正に伴う規則改正。

３月議会提案の当初予算案に影響がある３規則を専決処理した。 

一部制への移行。生涯学習課一部事務分掌の所管（青少年教育、文化財保

護関係事務）。体育課の廃止。 

この案件について、各委員の皆様から、ご質問がございましたらお願いし

ます。  

総務課総務係の地方教育行政法の改正により加えられた、事務の教育行政

にかかわる相談に関することとはどのようなことですか。 

市民の方の教育行政に関する相談については、第一義的に総務課が窓口に

なるということです。 

学校教育に関することも総務課ですか。 

どこに相談したらわからないことすべてについて、一番先に相談を受け、

それから担当課につなげるということです。 

学校給食課の児童生徒の食育の育が取れた理由を教えてください。 
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学校給食課長 

 

 

雪平委員 

 

 

 

学校給食課長 

 

雪平委員 

 

学校給食課長 

雪平委員 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

雪平委員 

 

 

 

委員長 

 

 

 

食育となると意味が広くなり学校給食課としては、学校での給食の改善な

ど給食指導という表現がふさわしいとの意味合いから食の指導と改正しまし

た。仕事の内容を後退させるというものではありません。 

指導する立場ではないと言うことは理解できます。しかし、アレルギーで

小学生が亡くなるといった事故もあったりしましたので、以前、肥満対策な

どで調理員さんが学校へきて食の指導を行っていたように、そうした観点で

の指導は継続して行われるのでしょうか。 

現在も調理員が学校を訪問し体験、交流、講話など行う相互ケアと言う事

業を行っています。 

育がとれたからといって、学校からの要望があればセンターとして関わっ

ていくという姿勢があると言うことですね。 

そうです。 

アレルギーのことについては、センターと学校教育課とは密接に関わりが

あると思います。そうした連携や学校との連携について教えて下さい。 

アレルギーについては大きな事件がありましたので、指導すべき内容だと

考えます。当然学校教育課も係わらなければならないと考えます。 

今回の場合は、学校給食課長が全小中学校を訪問しアレルギーの実態を把

握しております。また、学校教育課でアレルギーに関するＤＶＤ資料を各学

校に配付しており、その研修実態を検証しなければいけないと考えます。ア

レルギーについては、学校給食課と連携して進めていきます。 

また、食と食育については、明確な差は無いと考えています。食育につい

ても学校教育課も関わっていかなければならないと考えますので、学校給食

と連携して積極的に関わってまいります。 

子どもの命に直接的に係わるゾーンですので、育がとれたからといっても

その部分がなくなったわけではないことがわかり安心しました。連携を図り

子ども達が元気に育っていくような姿勢を持ち続けていただければと思いま

す。 

食育という言葉は４年くらい前に学校給食法の改正があった際、言葉が一

気に広まりました。教育委員会もそれを受けて動きがあったと思います。そ

うした流れの中で、食育が食になるというと一般的な言葉からすると大差な

いように見えますが、食育の活動をされた方々にとってはギャップが生じて
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くると思います。その点についてはどのように判断されていますか。 

幅広く食育をとらえていたと思いますが、如何ですか。 

学校給食課だけで食育を全面的に行うのは大変な面があるため、食の指導

という形にさせていただきました。学校と連携しながら食育については頑張

っていきます。 

当時、学校教育課で各学校の年間指導計画等を修正したと思います。そう

した中で学校の指導計画において、食育が残るのか、指導計画が変わってい

くのか、教えて下さい。 

基本的には変わりません。食育と食の捉え方でどちらが大きな括りかとい

うことは難しいのですが、学校教育課としては、食育も食の中に含める形で

学校給食と併せて学校を指導していきたいと考えています。 

昨日、ＮＨＫのクローズアップ現代で食のアレルギーのことを取り上げて

いました。命にかかわるという問題もありますが、アレルギーがあることで

いじめにあうことがないような指導を、学校を上げて行っている事例が報告

されておりました。そうしたことをも含めてよろしくお願いします。 

いじめという問題は大きな社会問題となっておりまして、学校教育課だけ

でなく教育機関全体、学校、保護者全てで取り組まなければならないと考え

ております。 

いじめの内容を見てみるとアレルギーのことが原因となる場合もあります

し、様々な要因が関わってきております。そうした中で学校と連携しながら

いじめを誘発するような状況を見る目、発見する目、そうした情報を早く学

校全体で共通理解するような体制を作るための支援員を配置しました。 

今後は、いじめの原因とならないよう学校を指導していきたいと考えます。

ありがとうございます。 

食と食育については、もう少し調べて次回の会議で報告いただけないでし

ょうか。食育の概念と食に関する指導と言葉だけを見ると食の言葉のほうが

広い印象を受けます。食だから狭い範囲になるということがどこに規定され

ているのか。法的根拠を含めてもう少し調べて明確にご報告ください。 

確か、家庭生活における食事の在り方も含めたもので給食センターで作る

ということだけでなく、日本人の食べることに対する概念まで含まれていた

と思います。もう少し調べていただければと考えます。 
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他にございますか。 

他に質疑等がないようですので、３件の報告事項については、これで了承

したいと思います。 

次の、報告事項に入ります。 

報告事項「（仮称）ふじみ野市上福岡学校給食センター整備運営事業の進捗

について」の説明を学校給食課長よりお願いいたします。 

学校給食課長 説明－特定事業の認定について説明。３月議会に５３億の

債務負担行為の議決を得て、地権者との交渉、地元説明を実施し、１２月に

契約議決を上程する予定。 

この案件について、各委員の皆様から、ご質問がございましたらお願いし

ます。 

当初、ＰＦＩを採用した狭山市に視察をしていました。その後は、同種の

施設に視察をしていますか。 

担当者が同種の事業を行っている鶴ヶ島市に伺い先行事例を研究していま

す。 

食の安全が向上すると書いてありますが、具体的にはどのような意味合い

なのかを教えてください。 

また、最終的な責任は市が持つということでよいのでしょうか。 

はい。設置主体はあくまでも市ですので、リスク分担を明確にし、民間が

行う部分は市が履行状況をチェックしていきます。 

また、安全対策については、老朽化している上福岡給食センターを建て替

えることが前提にありますので、ドライ方式を採用するなど衛生管理の向上

が図られることを期待しています。 

まだ先のことになりますが、大井地区にある給食センターと新しいセンタ

ーでの給食の提供内容はどのように考えていますか。 

合併以後、献立が別々でしたのでこの機会に同じ内容で給食が提供できる

よう統一に努めたいと考えています。 

他にご質問はありますか。 

他に質疑等がないようですので、本件の報告事項については、これで了承

したいと思います。 

 次の報告事項に入ります。 



 

- 11 - 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

小熊委員 

 

 

生涯学習課長 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３時４０分） 

報告事項「生涯学習推進計画案について」の説明を生涯学習課長よりお願

いいたします。 

生涯学習課長 説明－計画書案と社会教育委員の答申について説明。２５

年度から２９年度にかけて実施。 

生涯学習推進計画について、各委員の皆様から、ご質問がございましたら

お願いします。 

わかりやすくまとまり、とても素晴らしいと思います。社会教育委員や市

民の意見も十分取り入れられたとのことですから、これが具体的になったら

もっと素晴らしいと考えます。 

市民発、市民着の計画に仕上がりましたので頑張って進めてまいります。 

他にご質問はありますか。 

他に質疑等がないようですので、本件の報告事項については、これで了承

したいと思います。 

最後に、第３号議案の議事に移りますが、この議案は秘密会での審議とな

りますので、ここで、各課から別件で報告をしておくべき事項がありました

らお願いします。 

（各課・館長から報告なし） 

無いようですので、次回の定例教育委員会会議について確認します。平成

２５年３月２８日（木） 午後２時００分から、場所は第４庁舎第１会議室

を予定しております。 

それでは、ここからは秘密会となりますので、各課・館長には退席を願い

ます。本日は大変お疲れ様でした。 

 （秘密会） 

 

秘密会を解除します。 

以上で、平成２５年第２回 定例教育委員会会議を閉会いたします。 

 

閉会 

  
 


